
令和５年度（２０２３年度）市税等納期（口座振替日）カレンダー 
 

 

その他料金等 

月 
（振替日） 

市 税 

市営駐車場 

使 用 料 

水道料金 保育所保育料 市営住宅家賃 
介護保険料 

（普通徴収） 市県民税 

(普通徴収) 

固定資産税 

都市計画税 

軽自動車税 

（種別割） 

国民健康 

保 険 税 

(普通徴収) 下水道使用料 幼稚園保育料 
市営住宅駐車場 

使 用 料 

後期高齢者 

医療保険料 

4 月分 4 月分 4 月分 4 月分 第1 期  
R5.４月 
５/1（月） 

- - - 第1 期  

5 月分 5 月分 5 月分 5 月分 第2 期  
5月 

5/31（水） 
- 

第1 期 全期 第2 期 

6 月分 6 月分 6 月分 6 月分 第3 期  
６月 

6/30（金） 

第1 期 

 

- - 第3 期  

7 月分 7 月分 7 月分 7 月分 第4 期 
７月 

7/３１（月） 
- 第2 期 - 第4 期 

8 月分 8 月分 8 月分 8 月分 第5 期 
8月 

8/31（木） 
第2 期 - - 第5 期 

9 月分 9 月分 9 月分 9 月分 第6 期 
９月 

10/2（金） 
- - - 第6 期 

10 月分 10 月分 10 月分 10 月分 第7 期 
10月 

1０/３1（火） 
第３期 - - 第7 期 

11 月分 11 月分 11 月分 11 月分 第8 期 
１１月 

11/30（木） 
- - - 第8 期 

12 月分 12 月分 12 月分 12 月分 第9 期 
12月 

12/2５（月） 
- 第３期 - 第9 期 

1 月分 1 月分 1 月分 1 月分 第10 期 
R6.１月 
1/31（水） 

第４期 - - 第10 期 

2 月分 2 月分 2 月分 2 月分 第11 期 
２月 

2/2９（木） 
- 第４期 - 第11 期 

3 月分 3 月分 3 月分 3 月分 第12 期 
３月 
４/1（月） 

- - - 第12 期 

 ※１ 市営駐車場は毎月5日振替(休日の場合は翌営業日)になります。 ※２ 請求月です（２か月前の使用量に応じて請求されます）。 

※３ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の第1期から第3期は仮算定です。 ※４ 一年分全額を第１期に振り替える「全期前納」も可能です（申請時に選択）。 

➡ 口座振替の申請方法  下記のいずれかの方法で申請が必要です。なお、提出日の翌月分から開始となります。 
 方法 口座振替できるもの 記載の際必要なもの 登録可能な金融機関 

① 
口座振替依頼書を提出する 

※用紙は市役所や金融機関にあります 

市税 

その他料金等 
・銀行届出印 

・その他口座情報 

等が分かる書類 

・㈱北國銀行       ・㈱北陸銀行  

・㈱福井銀行       ・金沢信用金庫 

・のと共栄信用金庫  ・はくさん信用金庫 

・興能信用金庫     ・北陸労働金庫  

・松任市農業協同組合 ・白山農業協同組合 

・ゆうちょ銀行 

② 

口座振替依頼書 

（ダウンロード用）を 

市役所に郵送で 

提出する 

 

市税のみ 

③ 

パソコンやスマートフォンから 

インターネット上で 

登録する 

市税 

その他料金等 

・納税通知書、納付書 

・キャッシュカード 

・その他口座情報 

等が分かる書類 

・㈱北國銀行  ・㈱北陸銀行 

・㈱福井銀行 

※これ以外の金融機関は登録できません 

       

銀行等に出向くことなく納め忘れる心配もない、口座振替での納付をお勧めしております。ぜひご利用ください。 

くわしくはこちら 

くわしくはこちら 

(12/29振替) (12/28振替) (１/４振替) 

(1１/6振替) 

(12/5振替) 

(1/5振替) 

(2/5振替) 

(3/5振替) 

※3 

※3 

※3 

※４ 

※４ 

※3 

※3 

※3 

※１ 

(4/5振替) 

(5/8振替) 

(6/5振替) 

(7/5振替) 

(8/7振替) 

(9/5振替) 

(10/5振替) 

※２ 

※２ 

白山市 口座振替            
 
検索 

（全期） 

（全期） 



 固定資産税と軽自動車税について納付方法が拡充されます！ 
         

 

 

≪納付方法が拡充される税目≫    

固定資産税・都市計画税 および 軽自動車税（種別割） 

 ※市県民税（普通徴収）と国民健康保険税（普通徴収）は対象外です。 

≪納付方法≫ 

① 地方税お支払いサイトでの納付 

「地方税お支払いサイト（https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser）」にアクセスし、必要事項を入力することで 

下記の納付することができるようになります。 

     ・クレジットカードによる納付  ・インターネットバンキングによる納付 ・口座引き落とし（ダイレクト方式）による納付 

② 利用できる電子決済アプリの拡充 

印字されているQRコードを読み取ることで、納付できる電子決済アプリの種類が拡充されます。 

決済アプリ名 

バーコードのみ対応 QR対応 

   
PayB 

 

支払秘書 

電子決済 

アプリ ※ 

固定資産税・都市計画税 ○ ○ ○ ○ ○ 

軽自動車税（種別割） ○ ○ ○ ○ ○ 

市県民税（普通徴収） ○ ○ ○ ○ × 

国民健康保険税（普通徴収） ○ ○ ○ ○ × 

※ 納付方法や利用条件等については、各種決済アプリの公式ホームページをご覧ください。 

※ QR対応の電子決済アプリの種類については右のQRコード②を読み取るか下記アドレス先でご確認ください。 

        ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

③ 納付できる金融機関の拡充 

QRコードを利用することで、全国の大部分の金融機関の窓口で納付が可能になります。 

納付可能な金融機関は右下のQRコード③を読み取るか下記アドレス先でご確認ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/ 

≪その他注意事項≫ 

    〇市から送られている納付書等において、下記の要件を満たしていないものは利用できません。 

      ・利用期限が過ぎているもの   ・汚れなどでバーコードが読み取れないもの 

      ・バーコードやQRコードが記載されていないもの  

    〇通信料・接続料は利用者負担です。 

    〇口座振替のように、一度の手続きでその後の納付が自動で行われるわけではありません。 

      納付の都度（納付書ごと）に手続きが必要となります。 

    〇窓口納付以外の場合、領収書は発行されません。納税の証明が必要な場合は別途申請が必要となります。 

☎ お問い合わせ先 (すべて市外局番０７６) 

  【税額・金額に関すること】 【納付・口座振替に関すること】 

市民税・軽自動車税（種別割） 市民税課  ２７４-9５1４ 

納税課  274-９５０４ 固定資産税・都市計画税 資産税課  ２７４-９５２４ 

国民健康保険税（普通徴収分） 保険年金課  274-9534 

後期高齢者医療保険料 保険年金課  274-95２１ 

介護保険料 長寿介護課  274-9529 

市営駐車場使用料   管財課     274-9523 

市営住宅使用料関連 建築住宅課  274-9567 

水道料金・下水道使用料 企業総務課  274-9533 ／ 鶴来白山ろく上下水道課 ２７２－０９００ 

保育所保育料・幼稚園保育料 こども子育て課  274-95２７ 

固定資産税（都市計画税）と軽自動車税（種別割）については、地方税お支払いサイトが開始され、

また電子決済アプリでの納付方法や納付可能な金融機関が拡充されます。 

詳しくは右のQRコード① 

を読み取るか下記アドレス 

「地方税お支払いサイト」で 

ご確認ください。 

 

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser 

QR① 

QR②（対応決済アプリ） 

QR③（対応金融機関） 


